
    

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

 

 
 
 

 
 
 

◇共通事項◇ 
◆賞与 年 2 回(6 月・12 月) 基本給の 1.5 ヶ月分（年間 3.0 ヶ月分） 
（※但し 4 月入職の場合初年度は、6 月は基本給の 15％支給、12 月は基本給の 100％支給。） 

◆昇給 給与規程による  

◆各種手当 
 〇住宅手当  8,000～20,000 〇扶養手当  妻 8,000 子 5,000   
〇資格手当（介護福祉士又は社会福祉士）5,000  

〇残業手当 〇子供教育手当 〇奨学金応援手当 〇退職金共済（福祉医療機構）加入 
〇処遇改善金 (3 年目職員年額 935,000) 

    ※処遇改善に関する手当は処遇改善金の収入額等により変動することがあります。 

 

 

 

◆生活支援部
項目

年齢

263,000

(年間3,156,000)

268,000

(年間3,216,000)

275,000

(年間3,300,000)

上記の表以外の手当 〇待機手当  2.000    〇早朝勤務手当  2,000    〇深夜残業手当

※この給与形態は2023年6月～支給予定

28歳~34歳

35歳以上 15,00013,00040,00010,000197,000

15,00013,00040,00010,000190,000

15,00040,00010,000185,000
22歳

（大学・専門学校卒）
13,000

合計基本給 特殊勤務手当 処遇改善手当
ベースアップ

等支援手当

特定処遇改善

手当

◆通所部
項目

年齢

248,000

(年間2,976,000)

253,000

(年間3,036,000)

260,000

(年間3,120,000)

上記の表以外の手当 〇待機手当  2.000    〇早朝勤務手当  2,000    〇深夜残業手当 

※この給与形態は2023年6月～支給予定

28歳~34歳

22歳

（大学・専門学校卒）

35歳以上 15,000

15,000

15,000

13,000

13,000

13,000

35,000

35,000

35,000

197,000

190,000

185,000

基本給 合計
特定処遇改善手

当

ベースアップ等

支援手当
処遇改善手当


